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校内立ち入り   ８時５分以降 

登校確認     ８時３０分 

黙想・読書時間  ８時４０分まで 

※出欠確認は８時３０分です 

恩方中学校 令和７年度 

一般生徒通常下校  １６時００分 

（５時間で一斉下校 １５時００分） 

行事・生徒会活動  １７時００分 

部活動最終下校   １８時３０分 

（１０～２月    １７時３０分） 

 保護者の皆様へ                         

                             八王子市立恩方中学校 

生活指導部 

令和８年度 

充実した学校生活を送るために（保護者用） 

『自分たちで考えて行動できる生徒の育成を目指します』 

 

本校では生徒自身が自主・自律の精神の下で、生徒自らが充実した学校生活を送るために必要なきまりとは何かを

考え、行動できることを第一に考えています。上級生が下級生の模範となり、伝統を築いていくことを期待していま

す。 

令和３年度から校内ルール作成にあたっては教職員のみならず生徒会・PTA・学校運営協議会の意見を反映させな

がら広く改定を行っております。自らの学校生活の中でルールとは何かを考え、校内生活の中で規範意識を学び、将

来社会で活躍する人材に成長することを期待しています。 

令和８年度は、以下の点について特に注意して学校生活を送れるように指導していきますので、ご協力お願いいた

します。 

 

①自分たちで考えて行動できる学校にする（基本的な学校生活を送るために） 

②気持ちの良い生活環境、学習環境をお互いにつくる 

（しっかりとしたあいさつ、いじめの根絶、美化活動等） 

③正しい態度や身だしなみを身につける 

④自転車通学のマナーを身につける 

 

１ 時間を意識した学校生活にご協力ください 

(1) ８時５分以降に余裕をもって登校させてください。８時３０

分には教室で着席できるように心がけてください。また、朝

礼時に整列できていないと遅刻になります。欠席・遅刻をす

る場合には必ずご家庭より Home＆School またはお電話でご

連絡ください。 

(2) 着席チャイムを守らせます。チャイムが鳴っても席に着かないことがないよう指導します。時間を意識して行動

し、けじめをつけること、規則正しい学習習慣を身に付ける第一歩だと考えます。 

(3) 理由もなく（補講・生徒会活動や部活動以外)、下校時間を過

ぎて校内に残らず、早めに帰宅するように呼びかけています。

通常下校は 平日…１６時００分、会議日の水曜日は１５時

００分です。部活動最終下校は３～９月の間は１８時３０分

まで、１０～２月の間は１７時３０分までです。生徒会・委

員会活動の最終下校時刻は原則１７時００分とします。部活

に参加していない生徒が著しく遅く下校することがないよう

に配慮することと、部活動時間が限定されてきている中で最低限の活動時間を確保していくためです。この時間

を超えて活動する場合はあらかじめご家庭に時間を周知することとします。下校時の安全確認を十分に行うこと

とします。 
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恩方中学校 主な生活ルール 

服装…標準服（男女指定なし） 

   儀式・普段用に分ける 

   季節・寒暖差に応じた選択を 

ワイシャツ・セーター代用品 

  …ご家庭の負担軽減を目的にポロシ

ャツ（襟付き、白または紺・ネイ

ビー）をワイシャツの代用品とし

て使用が可能です。セーターおよ

びベストの指定もなくなりまし

た。 

防寒着…指定服はないが色指定に注意 

頭髪…特殊な加工はしない・染髪禁止 

アクセサリー…ピアス、ネックレス禁止 

携帯電話所持…許可制で校内では預かる 

２ 集団生活のルールやマナーを守らせて下さい 

(1) 令和５年度から決められた期間に行う衣替えを廃止してい

ます。季節や寒暖差に応じて服装を選択してください。ま

た、儀式用標準服と普段用標準服でメリハリのある服装を

選択できるようにしました。ワイシャツでの服装に加えて

ポロシャツの選択も可能としました。また、令和８年度よ

りセーターおよびベストの指定がなくなります。上履きに

ういても上履きと体育館履きを一本化しました。ご家庭で

の負担軽減と衛生面ならびに生徒の自己決定権に配慮した

取り組みとなります。新たなルール作成につながらないよ

うにご家庭でのご協力をお願い致します。 

(2) 「標準服のきまり」に定めてある服装をさせてください。

髪型については髪の毛を特殊加工したり、現状から変更さ

せること（染髪や剃り込み）は禁止としています。散髪時

や登校時に注意をお願いいたします。また、発見した場合

には指導を行い、改善をお願いしています。長期休業中も

同様です。 

(3) 集団生活で必要のない化粧やタトゥー、ピアス・ネックレス・指輪等のアクセサリー類の使用をしての登校はさ

せないようにしてください。ご家庭でご指導願います。中学生段階では、流行というよりは非行化傾向のシグナ

ルの場合があります。また、様々なトラブルに巻き込まれる原因にもなっています。 

(4) 不要物は持ってこないようにさせてください。アメ・ガム等のお菓子類、マンガ、携帯用音楽プレーヤー等の持

ち込みは禁止となっています。なお、お金や電子マネーといった金品も盗難及び紛失防止からも、必要最小限の

額以上は持たせないようにお願いいたします。持ってきた場合は朝学活時に、担任に預けてください。 

(5) なお、登下校の安全確認や特別な事情で携帯電話・スマートフォンの持ち込みをさせる場合は、必ず所定の手続

きに基づいて申請・許可を受けて登校時に担任に預けて帰りに受け取るようにしてください。許可を受けていな

い場合の校内への持ち込みは、発見次第お預かりして引き取りを保護者にお願いすることになる場合があります

のでご注意ください。また、登下校時に緊急時以外に使用した場合は許可を取り消します。尚、校内での携帯電

話・スマートフォンの破損などの責任は負いかねますので、預かり時に画面などは保護できるようにご注意くだ

さい。 

 

３ 自転車通学や交通安全のルールをしっかり守らせて下さい 

(1) 恩方中学校独自の自転車運転免許試験に合格し、自転車通学許可を得た場合のみ自転車での登下校が可能です。 

許可を受けずに自転車登校をした場合や周辺に止めて登校をした場合は、校内であれば自転車をお預かりして引

き取りを保護者にお願いすることになる場合がありますのでご注意ください。また、校外の場合は地域町会また

は警察などの判断で八王子市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき指定自転車保管所に移動される場合が

あります。その場合の保管・撤去に関わる費用は自己負担となりますのでご注意ください。 

(2) 自転車通学時には、必ずヘルメットを着用・自転車保険（ご家庭でお使いのもの）にご加入ください。重大事故

防止ならびに事故の際の補償のために、ご協力をお願いいたします。 

(3) 自転車通学に関しては地域住民からの苦情や交通事故が増加しています。法令順守はもちろんですが、特に並列

走行、飛び出し、信号無視、スピードの出し過ぎ、二人乗り、変形自転車の乗車、傘差し運転。あおり運転等は

絶対にやめさせてください。度重なる違反者については、人命を守る上でも、御家庭に連絡のうえ、自転車通学

の許可を取り消しますので御理解ください。令和２年に道路交通法が改正され、自転車運転者に対する罰則規定

も強化されています。詳細は自転車通学手引きをご確認ください。 
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近年八王子市内で多い生活指導事例 

特殊詐欺・闇バイト…SNS などを通じてお金欲しさにこ

うした事案に関与するケースが発生しています 

家出・無断外泊…犯罪に巻き込まれたり児童相談所通告

や警察の保護・補導対象になります 

パパ・ママ活…いわゆる売春行為ですが中学生での検挙

も増加しています 

夜間外泊・徘徊…補導対象になります 

火遊び…住宅地が多いので放火未遂になります 

喫煙…触法ならびに発がんリスク増加します 

万引き…万引きは窃盗で重罪です 

性被害…SNS を通じた大人との接触で発生 

デート DV…リベンジポルノなどが増加 

大麻・薬物…中高生にまで浸透と警察が注意喚起 

(4) 美山通りから松竹橋の区間は（自転車登校時）指定通学路です。自転車通学者に対して登校時のみ、安全確保を

目的に通学路が指定されています。川崎内科クリニック前の交差点から恩方第一小学校裏を通って松竹橋信号に

出る道になります。大変に狭い道路になっている上に保育園・学童・小学校などがあります。歩行者に注意しつ

つ走行するようにご指導をお願いいたします。 

 

４ 市内の中学生を取り巻く環境の変化 

定期的に行われている市内小中学校生活指導主任会

において、八王子・高尾・南大沢警察署管内におけ

る非行案件・犯罪行為の情報交換や報告がされてい

ますが、その中で、近年、特に非行や犯罪行為で目

立つ内容は以下のとおりとなっています。ここに紹

介した内容は、令和７年度に実際に警察署からの報

告ならびに各中学校の生活指導主任会で報告のあっ

た内容を中心にまとめたものです。ニュースでも度

々登場している闇バイトや特殊詐欺ならびにパパ活

やママ活と呼ばれる売春行為に中高生が関与する事

例が八王子市でも報告されました。ご家庭への注意

喚起を目的に報告をさせていただきます。 

(1) 闇バイト 

自分専用のスマホを持つ時期が低年齢化し、小学生でもス

マホを持つ時代になりました。子どもたちが無防備にネット

を利用することにより、深刻な事態を引き起こすこともあり

ます。 

ニュース報道をされたケースだけでも、2023 年、千葉県

市原市に住む中学生の少女が SNS で闇バイトを検索し、特殊

詐欺の現金を引き出す「出し子」の仕事を引き受け、窃盗容

疑で逮捕されました。さらに 2024 年に入っても茨城県の男

子中学生など、関東に住む少年 3 人が強盗予備容疑で逮捕さ

れています。彼らも SNS などで闇バイトに応募し、山口県光

市の住宅に強盗に入る機会をうかがっていました。八王子市

でも中高生がこうした闇バイト・特殊詐欺に関わるケースが

多数報告されてきています。 

中高生でも楽にお金を稼ぎたいと思う衝動はあります。デ

ジタルネイティブの中高生は SNS でアルバイトを探すことは

珍しくありません。X で「高額バイト」「即日現金」などの

キーワードを検索すると、「DM で連絡」するように記載さ

れている投稿がヒットします。怪しいと思っていてもお金が

必要な時には、こうした求人に興味を持ってしまうのです。 

闇バイトに応募してしまうと、「Telegram（テレグラム）」や「Signal（シグナル）」などの秘匿性の高い

メッセージアプリが使われます。一般的な大人だと、こうした段階で引き返すのですが、デジタルネイティブの

中高生はこうしたアプリにも興味をもちます。これらのアプリは通信が暗号化されるため、第三者が内容を傍受

することができません。また、相手がメッセージを読んだら、自動でメッセージを消去する設定も可能です。 
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子どもを闇バイトから守る対策 

①マイナンバーカードの管理を徹底する 

メッセージアプリを入れると、バイトを始めるにあたって身分証明書の提示が

求められ、近年だとマイナンバーカードなどが使用されます。中高生の場合は

学生証を代用するケースもあるようです。この手続きにより、いざ仕事の案件

が来て「これは闇バイトかもしれない」と気づいても、「自宅に行くぞ」「学

校に行くぞ」というように脅され、辞められなくなるのです。身分証の管理と

重要性をご家庭でも日頃から行ってください。 

②アプリのインストールを許可制にする 

まず、「フィルタリング」と「ペアレンタルコントロール」の設定は大変有益

です。「フィルタリング」と「ペアレンタルコントロール」を子どものスマホ

に設定しておくと、アプリのインストールを許可制にできます。Telegram や

Signal などのアプリを入れたいと申請があったら、その時点で止めることがで

きます。 

③闇バイトについて説明を 

闇バイトとは何か、どのような流れで犯罪に加担させられるのかなど、闇バイ

トについての基礎知識を話しておくことも大切です。そしてもし闇バイトに関

わりそうになったら、「早めに大人に相談する」ように繰り返し伝えておきま

しょう。相談先は、警察相談ダイヤル＃9110、または近くの警察署です。24 時間受け付けている「ヤング・

テレホン・コーナー」（警視庁少年育成課少年相談係 03-3580-4970）は、20 歳未満の人向けですが、家

族からの相談も受け付けています。 

 ④「うまい儲け話」に警戒させる 

日常の会話の中でそして、闇バイトに限らず、「うまい儲け話はない」と伝えることが大事です。闇バイト以外

にも、ネットには「お金を配ります」「中学生でも副業ができます」など、怪しい誘惑があふれています。

SNS で「コンサートチケットを譲る」「ゲーム主人公のレベルを上げてあげる」と言う人にお金だけ取られて

しまう詐欺も横行しています。残念ながら世の中には悪人もたくさんいて、相手を利用してやろうという人がい

ることを理解させ、お金が関わることは必ず親に相談するよう、常日頃から話しておくことが大切です。 

(2) パパ活・ママ活 

「#パパ活初心者」「＃パパ活大阪」「＃パパ活 JC」「＃パパ活」

――。 

ツイッターなどの SNS で「パパ活」と検索すると、このようなハッシ

ュタグをつけた投稿が多数見つかります。パパ活とは、パパと呼ばれる男

性と食事やデートなどを行い、金銭的授与を受けることを指します。ママ

活とは、その逆をさしています。 

実態は必ずしもそうではないのですが、基本的に“性的関係を前提とし

ない”とされています。性的行為がないことを前提としていたはずが、実

際には児童買春や性暴力につながるケースが目立ってきているのです。そ

ういった事件が続出する背景から、警察署ではサイバー犯罪を管轄する部

署などで、SNS 上での書き込みを監視する体制が組まれていると言われ

ています。 

パパ活などを募集する書き込みには、「体目的、お触り、録音、録画、

密室空間（車含め）、暴力行為、ドタキャン、個人情報」などが禁止事項

として挙げられているのは、そのような危険と隣り合わせということ。2

人きりで異性と会うのだから性的被害は受けやすい状況であるし、盗撮や

Signal と呼ばれるアプリ 
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コロナの影響か男女交際が変化 

新型コロナ感染症予防の影響から子どもたちの在

宅率が増加し、男女交際の質が変化しています。

その結果、望まない妊娠やデート DV の問題が増

加しています。 

＊性行為の強要は DV です 

＊裸の写真を提供することは愛情ではありません 

＊過度なメールの強要やつきまといも犯罪です 

          ↓ 

相手の気持ちを尊重した付き合い方をしましょう 

録音されたら脅迫やリベンジポルノ被害につながる可能性もあります。 

 すでに述べたとおり、パパ活やママ活はサイバー補導の対象です。同時に、身の上にさまざまな重大な危険が

降りかかる可能性が高いということを理解していく必要があります。 

 また、こうした犯罪のきっかけとして 

  ①推し活などにはまり現金が必要となった 

  ②トラブルに巻き込まれ現金が必要となった 

  ③愛着障害や寂しさから周囲とのつながりを求める 

といった内容が報告されています。規範意識の欠如はもとより、友人関係や家庭環境の変化など中学生がこうし

た事件に関わるには必ず原因があります。お子様の些細な変化を感じ取ることが、事件を未然に防ぐことにつな

がります。気になることがあれば、生活指導担当教員にいつでもご相談ください。 

(3) 火遊び 

恩方中学校周辺にはたくさんの公園や河川敷があり、生徒たちにとって格好の憩いの場となっています。しかし、

こうした公園内や河川敷での火気使用によって警察署で補導ならびに重大非行事案として児童相談所ならびに家

庭裁判所送致という思いもかけない事件に発生することがあります。毎年、何件か補導される事例が発生してい

ますのでご注意ください。 

(4) 喫煙 

国立がん研究センターの統計によると喫煙開始年齢が 20 歳以降、18-19 歳、17 歳以下の 3 つのグループに

分けて肺がんの発生率を比べてみると、17 歳以下で喫煙を開始したグループでは 20 歳以降で喫煙を開始した

グループに比べて、肺がんリスクが男性は 1.48 倍、女性は 8.07 倍高いことが分かりました。これは喫煙本数

の影響を除いても同様な結果でした。本校では喫煙防止教育の徹底や生活指導を引き続き徹底していくとともに、

本人のがんリスクを含む健康被害への影響を考え、ご家庭におかれましても十分な指導をお願いいたします。 

(5) デート DV・リベンジポルノ 

近年、中高生の男女交際上のトラブルから事件に発生するケースが増加しています。また、事件になるまではい

かなくても、望まない交際・望まない性交渉・交際相手からの度重なる暴力を受けるケースが増加しています。

男女共同参画社会を目指していく上でも、男女の違いを十分に理解してコミュニケーションの方法を学ぶことは

大切な成長過程といえますが、コミュニケーションそのものが未熟な段階での交際で、思いもかけなく嫌な思い

をする生徒も増加し、教員に相談をするケースが増加しています。ご家庭でも認識していただきたいことは、交

際相手との間で起こる行為は、刑法で罰せられることがあります。 

 

殴る、蹴る、凶器を振り回す…暴行罪  怪我を負わせる、PTSD など精神的障害を負わせる…傷害罪  

危害を加えてやるなどと脅す…脅迫罪  部屋に閉じ込め帰さない…監禁罪  

無理やりの性交渉またはその未遂…強制性交等罪または強制わいせつ罪  

つきまとい等…「ストーカー規制法」という法律で罰せられます 

交際相手の裸の写真や動画の撮影…「リベンジポルノ防止法」で送信や所持そのものが罰せられます 

 

SNS やスマートフォンの普及によって、安易に相手

の求めに応じて自画撮りの裸やその一部を撮影した

写真や動画を交際しているから当たり前といった気

持ちで送信・所持するケースが増加しています。交

際が破綻後または友人関係から、その画像や動画が

流出し事件となるケースも増加していますので、本

校でもデート DV などの注意喚起ならびに教育を強

化していきます。あわせて、ご家庭でも正しい男女

交際を含む十分なご指導をお願い申し上げます。 
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恩方中学校 放課後基礎教室 

学校運営協議会が主催し、放課後の活動の

一環として定期的に学習支援を行う「放課

後基礎教室」を実施しています。参加は無

料になりますので、積極的に活用してくだ

さい。 

漢検・英検対策.・日本語検定 

学校運営協議会が小学校と連携し英検・漢

検の実施や対策授業を実施しています。恩

方中学校では生徒の学習サポートの一環と

して活用してください。 

(6) 薬物・オーバードーズ（OD） 

最近、ニュースで若者への大麻汚染を取り上げるケースが増

加しています。警察も十分にその実態を把握し取り締まりや

捜査を行っています。本校でも毎年、薬物乱用防止教室を開

催しています。しかし、薬物依存は大麻や覚せい剤といった

特別な違法薬物に限った話ではありません。むしろ、近年、

問題となっているのが市販薬の大量摂取、いわゆる「オーバ

ードーズ」です。多幸感を得て精神的な苦痛から逃れようと、

医師が処方した薬やドラッグストアで買えるせき止め薬など

を大量に摂取することを言います。内臓にも大きな負荷がか

かり、機能低下を含めた悪影響が起こる可能性もあるほか、

一度依存するとなかなか自身で離脱することは難しくなります。こうした問題解決には「否定することではなく、

本人と悩みごとについて話し合える関係を継続することが重要」と指摘されています。本校では、信頼できる・

相談できる大人づくりに力を注いでいます。ご家庭でも気になることがあれば、学校ならびにスクールカウンセ

ラーまたはお近くの医療機関などにご相談ください。 

(7) リストカット 

上記に合わせて、近年、様々な原因によってリストカットなどの自傷行為に及ぶケースが増加しています。リス

トカットは生徒自身の心の不調のサインとして本校ではスクールカウンセラーや相談を受けた教員が傾聴を心が

け、根本的な問題の解決に向けたプロセスを御家庭と共に考える機会として対応しています。安易な対応は事態

を悪化させるケースもありますので、気になることがあれば学校ならびにスクールカウンセラーまたはお近くの

医療機関にご相談ください。 

(8) 家出・無断外泊 

一昔前であれば、家出をしても居場所がない、食事

がとれないなどの理由ですぐに戻ってくるケースの

ほうが多かったと思います。しかし、首都圏は２４

時間眠らない街として、家出や外出をしても居場所

が確保されています。また、近年ではＳＮＳの発展

によって、子どもたちの家出や外泊を手引きする大

人の存在も指摘されています。また、新宿・歌舞伎

町で話題となっているトー横などでも多くの家出少

年少女が補導されており社会問題化しています。スマートフォンを所持し、インターネットに気軽に接続できる

環境を与えている以上、生徒たちは常に学校やご家庭の知らない誰かとつながっている可能性を認識する必要が

あります。家出や無断外泊を安易に考えず、所在が分からないなどのケースが発生した場合は最寄りの警察署や

交番にご相談されることをお勧めします。 

 

５ 校内生活全般について 

(１)授業の受け方 

  中学校教育は「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会にお

いて自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形

成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的と

して行なわれるもの」とされています。すなわち、義務教

育の最終段階として進路選択を意識した学習が行われます。

そこで、一回一回の授業が大変重要になりますので、「授

業を抜け出したり」、「授業を受けられない」ことは進路
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恩方中学校 保健室ルール 

保健室利用の上限時間→１校時(50 分)以内 

授業中の利用→教科担任の許可証必要 

休み時間→開放中は利用可能 

外傷は医療機関受診勧奨 

 →緊急時（特に頭部）は 

医療機関搬送 

 

 

 

  八王子市教育センター 

総合教育相談室 

代表電話番号：042-664-6949 

所在地：八王子市散田町 2-37-1 

総合教育相談室は、児童・生徒、または青

少年の様々な悩みについて相談を受け付け

る窓口です。相談の内容や年齢に応じ、総

合教育相談室内の各担当が相談にあたりま

す。また、必要に応じて、医療や福祉等の

専門機関を紹介させていただくこともあり

ます。 

選択上のマイナスになっていきます。感染症予防や自宅で授業に参加する場合、リモート授業も実施されていま

す（リモート授業は任意で行っているもので実施を保障するものではありません）。但し、教育課程上の出席扱

いにはならないのでご注意ください。また参加を希望される場合は必ず担任に申し出るようにしてください。 

(２)学校に行けない、授業を受けたくない 

  特別な事情や学校生活上の悩みがあって授業に参加できな

い場合は、担任またはスクールカウンセラーに積極的にご

相談ください。原則として本校では、授業に入れない生徒

の個別対応を継続的に行うことはできません。しかし、些

細なことでも御相談いただくことで、問題の早期発見や第

三者機関を通じて登校状況が改善したり、問題が解決する

ケースがあります。また、市内のフリースクールとも積極

的に連携し、問題解決を図ることも行っております。令和

６年度より、校内には「恩方チャレンジスクール」という

名称で支援員によるカウンセリングや登校勧奨のための組

織づくりを行っています。本校では、平成２９年に制定さ

れた教育機会確保法の主旨に則り、不登校児童生徒が行う

多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を、本校では学校とご家庭、場合によって市や

第三者機関が協力して問題解決に努力をしていきたいと思います。 

(３)保健室対応 

  保健室では治療行為を行うことが出来ません。心を休める

場合であっても体調不良で保健室で様子をみる場合でも、

保健室を利用できる時間の上限を１校時（５０分）までと

しており、それ以上の休養が必要な場合は保健室から保護

者への連絡を通じて引き取りまたは下校とさせていただき

ます。尚、状況に応じて緊急で学校の判断で病院などの受

診をする場合もあります。また、学校内で起こった事故の

場合はスポーツ復興センター等の適用になります。詳細は養護教諭の渡す書類などでご確認ください。また、健

康診断などの結果に応じて受診勧奨を行う場合があります。ご家庭の事情に合わせて受診をご検討ください。 

(４)給食指導 

  本校では令和２年度から八王子市のセンター給食が導入されています。栄養バランスと季節ごとの安心した食材

による温かい昼食が定期的に提供できることで、ご家庭の昼食手配の負担が軽減されました。令和６年からは公

費による給食運営が行われご家庭の負担もより軽減されました。アレルギー対応が必要な場合や特別な事情があ

り給食そのものを食べられない場合は担任または給食担当・養護教諭にご相談ください。給食時間は準備時間を

含み約３０分間です。 

 

給食がない場合はお弁当を持参します。その際のお弁当はなるべくゴミが出ないようなものを持たせてください。

家庭から持ち込んだゴミは学校では処分できません。 

 

(５)校内立ち入り禁止エリアの設定と校外への無断外出禁止 

  生徒の安全確認のために、校内で立ち入り禁止エリアを設定しています。 

    体育館裏・第二校舎１階・第二校舎裏側・野球バックネット裏側・皎月院…立ち入り禁止 

  生徒の安全確認のために上記禁止エリアならびに許可なく校外に外出することを禁止します。 

(６)ゴミの持ち帰りのお願い 

  感染症予防の観点から、校内で発生した個人のゴミについては持ち帰りを指導しています。 
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(７)マスク着用のお願い 

  校内生活において感染症予防や必要に応じてマスクの着用は行ってくだ

さい。但し、校内で感染症の拡大ならびに兆候があった場合は全員着用

をお願いする場合がありますので御協力をお願いいたします。 

   ※今後の感染症拡大の状況に応じて上記の規定は変わる可能性もあり

ます。 

(８)校内清掃について 

  本校では自主・自律の観点から校内の環境維持を生徒主体で積極的に取り組んでおります。しかし、感染症予防

の観点から、多くの生徒が活動した場所の清掃時間や方法の変更を行ってきました。今年度についても一斉清掃

については毎週金曜日の１回（金曜日が会議などで一斉清掃が出来ない場合は原則水曜日）とし、その他の曜日

については教室にハンドクリーナーによる清掃を分担して行います。また学期末には全校で大掃除の時間を設定

しています。 

(９)水筒について 

水分補給のための水筒の持ち込みは許可しています。中身は食育指導面から水・お茶またはスポーツドリンクと

しています。ペットボトルやビン、紙パック類の持ち込みは禁止です。 

(10)体育着について 

体育時に着用するジャージは、現在指定されているものに限ります。令和６年度より体育着のシャツも白・紺の

選択制となっております。従来の学年カラーによる名前の刺繍も学年カラーを問わず金糸となりました。 

(11)タブレット使用について 

  学校では貸与しているタブレットは学校在籍時の学習機会確保や教育課程上必要な授業を行うために使用するも

のです。学校閉鎖時や様々な連絡手段としても活用を想定していますので、持ち帰りを指示する場合があります。

主旨をご理解の上で適切な使用へのご協力をお願いいたします。 

(12)学校電話受付 

  本校では教職員の業務効率化の一環として、学校の電話受付は７時４５分から最終下校時刻より３０分（春・夏

１９時、秋・冬１８時）までとさせていただきます。但し、教職員が不在の場合はこの限りではありません。留

守番電話は設置しておりません。 

(13)欠席連絡 

  欠席連絡などは保護者からのみ受け付けしております。生徒の欠席・遅刻・早退については Home＆School 

を利用しメールまたは電話でご連絡下さい。Home＆School のご案内は入学時にご案内申し上げております。

携帯電話の切り替えなどで使用できなくなった場合は担任までご相談ください。 

(14)校内備品を故意に破損させた場合 

  本校の備品は税金によって成り立っております。修理・修繕を行う場合も税金で賄っております。こうしたこと

から適正な教育活動以外で、ふざけていたり故意に校内備品を破損させた場合は実費をご請求申し上げる場合が

ありますのでご理解ください。 

(15)学校行事におけるルールについて 

  学校行事のルールは原則校内ルールを適用します。但し、宿泊を伴う行事や学年実態に合わせて行事用のルール

を生徒と共に設けています。行事ごとに配布するしおりでご確認ください。 

(16)広報活動にご協力ください 

  本校の特色ある教育活動を積極的に内外に発信し、生徒の活躍や成果をＰＲしています。こうしたことから、本

校には多くのマスコミ取材が入るケースがあります。学校ホームページはもとより市の広報ならびに新聞・ネッ

トメディアに写真などが掲載されるケースがあります。掲載に支障がある場合は入学時にお申し出ください。 

 

※ 不明な点は恩方中学校（℡6５１－３６５２）生活指導主任までお問い合わせください。 


